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第10節 給水装置工事の標準的な施行順序 

 

１ 給水装置工事の標準的な施行順序は、次の図のとおりとする。 

 

 

  発 注 者    指定工事業者     水 道 局    道路管理者･警察署長等 

 

  〔工事依頼〕   〔依頼受付〕 

              

          〔調査・協議〕 

              

          〔設計・協議〕 

              

          〔設計・見積〕 

 

〔工事契約･発注〕  〔工事契約〕 

              

          〔申請書作成〕   〔申請･申込み受付〕 

 

 

 

 〔新設分担金〕    経 由       〔 納 入 〕      道路等工事 

                                   許可申請書 

                     〔設 計 審 査〕 

           内 線 部 

         〔工 事 着 手〕   〔工 事 許 可〕 

              

           外 線 部 

         〔工 事 着 手〕    〔通   知〕      道路等工事 

                                   許可 

          〔図 面 訂 正     〕 

          〔 竣 工 〕 

              

          〔検査申込み〕     〔検 査 受 付〕 

                         

         〔検査手数料納入〕 

         〔審査手数料納入〕   〔竣 工 検 査〕 現場担当の主任技術者立会いのうえ、 

                              この要領に基づいて行う｡ 

                              （通水検査） 必要に応じて行う。 

                                

                                

〔受取り〕   〔引 渡 し〕       合格・通水    通水検査及び竣工検査に合格したも 

                              ので給水申込みのあった場合のみ給水 


